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医療法で定める医療機関の例 

 

第１ 特定機能病院 

(1)役 割 

○ 高度医療の提供 ○ 高度医療技術の開発・評価 ○ 高度医療に関する研修 

 

(2)承認要件 

○ 高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること。 

○ 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること（紹介率３０％

以上の維持） 

○ 病床数･･････400 床以上の病床を有することが必要。 

○ 人員配置 

・ 医 師････通常の病院の２倍程度の配置が最低基準。 

・ 薬剤師････入院患者数÷30 が最低基準。（一般は入院患者数÷70） 

・ 看護師等･･入院患者数÷２が最低基準。（一般は入院患者数÷３） 

［外来については、患者数÷30 で一般病院と同じ］ 

・ 管理栄養士１名以上配置。 

○ 構造設備････集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要。 等 

 

第２ 地域医療支援病院 

(1)役 割 

○ 紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む） ○医療機器

の共同利用の実施 ○ 救急医療の提供 ○地域の医療従事者に対する研修の実施  

 

(2)承認要件 

○  開設主体：原則として国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法

人等 

○ 紹介患者中心の医療を提供していること 

① 紹介率８０％を上回っていること（紹介率が６０％以上であって、承認後２年間で

当該紹介率が８０％を達成することが見込まれる場合を含む。） 

② 紹介率が６０％を超え、かつ、逆紹介率が３０％を超えること  

③ 紹介率が４０％を超え、かつ、逆紹介率が６０％を超えること 

○ 救急医療を提供する能力を有すること 

○ 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること 

○ 地域医療従事者に対する教育を行っていること 

○ 原則として 200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有する

こと 

出典：第９回「医療施設体系の在り方に関する検討会」 
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